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資料番号 ７ 

 

 

令和４年度県立特別支援学校高等部の入学定員について 

 

１ 要旨・目的 

  令和４年度広島県立特別支援学校高等部の入学定員について，次のとおり策定した。 

 

２ 現状・背景 

  特別支援学校は，学校教育法施行令第 22条の３の規定に基づき，視覚障害者，聴覚障

害者，知的障害者，肢体不自由者，病弱者である者について入学者選抜を実施。 

 

３ 概要 

 (1) 対象年度 

 令和４年度 

 

 (2) 策定に当たっての考え方 

   当該県立特別支援学校高等部の教育課程を履修することが可能な能力・適性等を有

する者を入学させる。 

 

 (3) 各学校の入学定員 

ア 普通科（職業コースを除く。） 

学校名 障害種別 
令和４年度 

入学定員 

令和３年度 

入学定員 

広 島 中 央 特 別 支 援 学 校 視 覚 障 害 

教 育 長 が 

別に定める。 

教 育 長 が 

別に定める。 

広 島 南 特 別 支 援 学 校 聴 覚 障 害 

尾 道 特 別 支 援 学 校 

（ し ま なみ 分 校を含 む 。 ） 
知 的 障 害 

広 島 特 別 支 援 学 校 
知 的 障 害 

肢体不自由 

福 山 特 別 支 援 学 校 肢体不自由 

西 条 特 別 支 援 学 校 

（ 八 本 松 分 級 を 含 む 。 ） 
肢体不自由 

広 島 西 特 別 支 援 学 校 病 弱 

廿 日 市 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

福 山 北 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

三 原 特 別 支 援 学 校 

（ 大 崎 分 教 室 を 含 む 。 ） 
知 的 障 害 

呉 特 別 支 援 学 校 

（ 江 能 分 級 を 含 む 。 ） 
知 的 障 害 

庄 原 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

広 島 北 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

沼 隈 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

黒 瀬 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

呉 南 特 別 支 援 学 校 知 的 障 害 

令和３年９月 22日 
課 名 教育委員会事務局 

特別支援教育課 
担当者 課長 玉木  
内 線 4981 



                    

 

  イ 普通科職業コース 

学校名 障害種別 学科 
令和４年度 

入学定員 

令和３年度 

入学定員 

福山北特別支援学校 知的障害 普通科職業コース 16人（２学級） 16人（２学級） 

広島北特別支援学校 知的障害 普通科職業コース 16人（２学級） 16人（２学級） 

 

  ウ 専門教育を主とする学科 

 

 

 (4) 根拠規定 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第５項 

   広島県立特別支援学校学則第２条第２項 

 

 

 

 

 

 

学校名 障害種別 学科 
令和４年度 

入学定員 

令和３年度 

入学定員 

広島中央 

特別支援学校 
視覚障害 

保健理療科 ８人（１学級） ８人（１学級） 

専攻科理療科 ８人（１学級） ８人（１学級） 

専攻科保健理療科 ８人（１学級） ８人（１学級） 
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参 考 

 
１ 学校教育法施行令（抜粋）（昭和 28年 10月 31日政令第 340号） 

第 22条の３ 法第 75条の政令で定める視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自
由者又は病弱者の障害の程度は，次の表に掲げるとおりとする。 

区分 障害の程度 

視覚障害者 
 両眼の視力がおおむね〇．三未満のもの又は視力以外の視機能障害が
高度のもののうち，拡大鏡等の使用によつても通常の文字，図形等の視
覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障害者 
 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち，補聴器
等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な
程度のもの 

知的障害者 

一 知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通が困難で日常生活を営む
のに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち，
社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行，筆記等日常生活
における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち，常時
の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病 弱 者 
一 慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾患，悪性新生物その他の疾
患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの  
 
 
２ 普通科職業コース入学者選抜状況（一次募集）        （単位：人，倍） 

区  分 入学定員 志願者数 受検者数 合格者数 受検倍率 

福山北 
特別支援学校 

平成 29年度 16 12 12 11 0.75 
平成 30年度 16 15 15 13 0.94 
平成 31年度 16 17 17 16 1.06 
令和２年度 16 13 12 12 0.75 
令和３年度 16 20 20 16 1.25 

広島北 
特別支援学校 

平成 29年度 16 16 16 16 1.00 
平成 30年度 16 18 18 16 1.13 
平成 31年度 16 20 20 16 1.25 
令和２年度 16 22 21 16 1.31 
令和３年度 16 14 14 14 0.88 

 
 
３ 専門教育を主とする学科入学者選抜状況（一次募集）     （単位：人，倍） 

区  分 入学定員 志願者数 受検者数 合格者数 受検倍率 

広
島
中
央
特
別
支
援
学
校 

保健理 
療科 

平成 29年度 ８ ０ ０ ０ 0.00 
平成 30年度 ８ ０ ０ ０ 0.00 
平成 31年度 ８ １ １ １ 0.13 
令和２年度 ８ ０ ０ ０ 0.00 
令和３年度 ８ ０ ０ ０ 0.00 

専攻科 
理療科 

平成 29年度 ８ ５ ５ ４ 0.63 
平成 30年度 ８ ６ ６ ６ 0.75 
平成 31年度 ８ ３ ３ ２ 0.38 
令和２年度 ８ ４ ３ ３ 0.38 
令和３年度 ８ ３ ３ ３ 0.38 

専攻科 
保健理 
療科 

平成 29年度 ８ １ １ １ 0.13 
平成 30年度 ８ ２ ２ ２ 0.25 
平成 31年度 ８ １ １ １ 0.13 
令和２年度 ８ １ １ １ 0.13 
令和３年度 ８ １ １ １ 0.13 

  ※ 専攻科保健理療科の合格者数には，専攻科理療科との併願者を含む。 
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広 島

市 

特 別 支 援 学 校 配 置 図 （令和３年度） 
障害種別 

□ 視覚障害 

△ 聴覚障害 

▼ 肢体不自由 

◆ 病   弱 

● 知的障害 

 
※尾道特別支援学
校及び呉南特別支
援学校の聴覚障害
については，幼稚
部，小学部及び中
学部のみ。 
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